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第１章　総則

（目的)  
[bookmark: _Hlk227234930]第　１条  高圧ガス保安法に基づき、高圧ガス製造において保安維持に必要な事項を定め、高圧ガスによる人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
尚、東ソー日向株式会社は第二種製造者であり、当規程は自主で定めたものである。


第２章　用語の定義及び規程の位置づけ

（用語の定義）
第　２条  コンビナート等保安規則、一般高圧ガス保安規則及び容器保安規則に於いて使用する用語の例によるほか、次による。
      　１．保安規則等
        　　  コンビナート等保安規則、一般高圧ガス保安規則、容器保安規則、特定設備検査規則及びこれらに基づく告示、通達等をいう。
      　２．規程類
        　　  東ソー日向㈱が制定した規程、実施手順、規則、標準書、基準手順書、規格等をいう。
      　３．協力会社
      　　    高圧ガスの製造、製造施設の工事、輸送等に関連する作業を行なう請負会社をいう。
      　４．異常状態
        　　  異常の原因、程度及び被害状態により区分される４．１～４．４を総称して、異常状態という。
４．１　不調
　　　正常でない乱れた状態であるが、運転を停止することなく、正常に戻しうる状態。
　　　　４．２　故障
　　　　　　　設備を正常な手順により停止して、補修等の措置を要するが、人身に損傷なく、また、その設備以外には損害を及ぼさない状態。
　　　　　４．３　事故
　　　　　　　破壊、漏洩、火災又は爆発等が起こり、緊急措置を必要とし、設備に若干の損害を生ずるが、事業所自らの措置により、人身に損傷なく、かつ、第三者に脅威を及ぼさない状態。
　　　　　４．４　災害
　　　　　　　大きい事故又は自然災害により人身、設備等に損傷を及ぼし、第三者に脅威を与え、あるいは外部に援助を要請するような状態。


第３章　保安管理体制

（保安管理組織）
[bookmark: _Hlk229987405]第　３条  この規程の目的を遂行するために、高圧ガス保安法に基づき、常時の保安の徹底と円滑をはかるため、別図１に掲げる保安管理組織を設ける。
（自主による責任者の選任）
    　　１．保安統括者及び同代理者
          　　保安統括者は工場長とし、保安統括者が疾病、その他の事故によってその職務を行なうことができない場合に、その職務を代行する者として工場長を直接補佐する職位にある者、又はそれに準ずる者の中から代理者を工場長が選任する。
    　　２．保安技術管理者及び同代理者
          　　工場長は、保安に関する技術事項全般を統括管理させるために、保安技術管理者と保安技術管理者がその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する代理者を選任する。但し、保安技術管理者及び代理者の選任は乙種以上の高圧ガス製造保安責任者免状を有する者の中から行なう。
    　　３．保安係員及び同代理者
          　　工場長は、高圧ガス製造担当部署の各種の直長で且つ丙種化学以上の高圧ガス製造保安責任者免状を有する者から保安係員を、又、保安係員が不在時にその職務を代行する者として、各種の直長代理者で且つ丙種化学以上の高圧ガス製造保安責任者免状を有する者の中から代理者を各直に選任する。
（保安担当者の選任）
          各担当部署の保安担当責任者は、工場組織における各担当室・課長とする。　　　

（保安に関する協定）
第  ４条　①　工場外との協定
          　　災害事故発生時に備え、必要に応じ、隣接事業所及び地方自治体との災害防止に関する協定等を行なうものとする。
          ② 労働組合との協定
          　　事故、災害発生時における保安体制として、職務規程に定めるほか、必要事項については、労働協約で協定する。


（規程類の管理）
第  ５条  この規程に関連する細部規程類の制定、改廃等手続き及び管理の方法は、東ソー日向（株）社規管理規程及び社規作成要領によるものとする。尚、この規程に関連する規程類については、その関連を明確にするために、この規程に付表としてその体系図(別図2)を添付しておくものとする。
   
（保安管理に係る記録）
第  ６条  保安に関する必要事項はそれぞれの責任者が記録し、保安技術の向上に資する特に重要な記録は、関係者閲覧、又は工場安全衛生委員会での関係者への周知を行ない、且つ、保安統括者の検印を受け期間を定めて保存するものとする。

（工場総合パトロール）
第  ７条  保安に係る社内査察として、経営者が当工場担当委員と伴に査察を定期的に実施し、保安統括者等の意見の聴取、保安に関する指導等を行うものとする。


第４章　保安統括者等の職務

（保安統括者及び代理者の職務）
第  ８条  保安統括者及び代理者は、工場全般の高圧ガスの保安に関する業務を統括管理する。
①　経営者への工場の保安に係る報告、意見具申、及びその指示を受けること。

（保安技術管理者及び代理者）
第　９条  保安技術管理者及び代理者は、保安統括者を補佐して、高圧ガスの保安に関する技術的事項全般を統括管理し、次の業務を行う。
    　　①　保安教育の実施。
    　　②　危害予防規程の整備、実施の推進。
    　　③　保安に係る規程類の制定変更に関しての指導及び勧告。
    　　④　保安に係る情報の収集。

（保安担当責任者の職務）
第１０条  各担当部署の保安担当責任者は、業務分掌規程に基づく分掌事項について工場の保安に係る直接の責任者として保安の維持にあたるほか、次の業務等を行なう。
    　　①　保安係員の指導。
    　　②　保安に係る規程類の立案、整備、周知
    　　③　保安教育訓練実施計画の企画、実施
    　　④　異常時における措置の指導、監督




（保安係員及び代理者の職務）
第１１条  保安係員及び代理者は、高圧ガス製造施設の維持、製造の方法、その他保安に係る事項に関して、直接部下を指揮監督し、次の業務を行なう。
    　　①　製造施設の位置、構造、設備、及び製造の方法が保安規則等で定められた技術上の基準に適合するように監督する。
    　　②　運転に関する規程類の作成に当り、助言を行ない、又、部下に周知させ、運転操作に関し、部下の訓練監督を行なう。
    　　③　工事及び修理に際し、立会い、保安の確認を行なう。
    　　④　製造施設について「アンモニア関係設備点検基準」に従った点検を実施し、その結	果に基づく措置を行なう。又、定期自主検査基準に従い、検査の実施又は監督を行ない、必要な対策を行なう。
    　　⑤　異常状態に対する措置基準の作成に関し、助言を行ない、関係者に周知させる。又、異常状態が発生した場合に「アンモニア関係異常時処理基準」に基づき応急措置及び対策を実施する。
   　　 ⑥　保安教育計画の作成に関し、助言を行ない、実施計画に基づき、関係者に保安教育訓練を実施する。

（運転及びその管理を行なう者）
第１２条  常時の運転管理は、保安係員が行ない、部下の運転及び操作を監督する。重要な運転操作は、熟練者に行わせ、未経験者が従事するときは、熟練者を直接立会わせ、監督させる。尚、特に保安上重要な操作は、運転操作に係る規程類にあらかじめ、操作確認者を指定する。


第５章　運転、操作等に関する保安管理

（運転操作等に関する規程類の作成及び実施）
第１３条  運転操作に関する規程類としては、運転操作に係る基準、巡視点検に係る基準、異常時の措置に係る基準を制定し、関係者への周知を行なう。夫々の基準の内容は、次の各項のとおりとし、工程又は設備の変更等があった場合は速やかに改訂し、整備を行なう。
    　　①　運転操作に係る基準の内容
      　（１）始動前、停止後の点検、確認に関すること。
      　（２）正常な運転手順に関すること。
      　（３）運転中の監視事項
      　（４）運転限界に関すること。
    　　②　巡視点検に係る基準の内容
      　（１）点検頻度、時期に関すること。
      　（２）点検者に関すること。
      　（３）点検範囲、要領に関すること。
      　（４）結果の記録、報告及び記録の保存に関すること。
    　　③　異常時の措置に係る基準の内容
      　（１）異常の形態に関すること。
      　（２）夫々の異常時の措置（連絡、通報、防災活動も含む）に関すること。
（３）記録、報告に関すること。

（交替勤務の引き継ぎ）
第１４条  交替勤務の引き継ぎは、各直の運転操作員が対面引き継ぎをし、必要事項は、引き継ぎ簿に記録し、引継ぐ。

（夜間又は休日の運転開始及び運転停止）
第１５条  夜間又は休日における計画的な運転開始及び運転停止は実施しない。やむを得ず実施しなければならないときは、平日の保安体制を確保して実施する。

（運転操作等の記録）
第１６条  運転、その他製造に関する保安上必要な事項は、運転日誌に特記し、関係者に閲覧の上期間を定めて保存する。


第６章　施設に関する保安管理

（法令に定められた施設の技術基準）
第１７条  保安係員は、法第８条第１号に定められた施設の技術基準に関し、施設が保安規則等に適合するように監督する。
    　　①　製造施設の位置、距離及び建造物の構造等
      　（１）製造施設の保安距離、設備間距離、火気施設との距離等
      　（２）計器室、障壁、防液堤等の建造物の構造、材料の種類等
      　（３）区画及び警戒標、注意標示等
    　　②　製造設備の構造等
            　定置式製造設備、貯槽、導配管の機能、構造、材料の種類等
    　　③　保安設備、測定機器等
        　    安全弁、除害設備、緊急遮断弁、防消火設備、散水設備、保安電力、保安照明、ガス漏洩検知警報器、非常通報設備、静電気除去設備等の保安設備、温度計、圧力計等の測定器の位置、機能、構造、数量等

（設備管理の規程類の作成及び実施）
第１８条  設備管理の規程類としては、保全工事管理に係る基準、定期自主検査に係る基準、保安設備の取扱いに係る基準を制定し、関係者への周知を行う。

（設備管理の記録）
第１９条  施設の履歴、保全等に関する必要事項は、記録しておき、重要な記録は保全統括者等の検印を受け、保存する。

（施設の検査）
第２０条  定期自主検査
              　定期自主検査基準に定める検査方法、検査箇所、検査頻度に準じて、保安係員が実施又は監督し、必要な対策を行なう。その結果は記録して保存する。

（工事を行なうときの保安管理）
第２１条  施設の補修工事を行なうときは、保安規則等にしたがって予め計画を立て関係者と協議し、次の措置を行なう。
    　　①　工事全般に関する責任者を定め、関係者に対し、引火、爆発、ガス中毒又は酸欠に関する教育を行ない、且つ、責任者監視のもとに工事を行なう。
    　　②　保安係員は、工事着手前にガスパージ、清掃、その他の保安措置を確認し、又、工事完了及び運転開始に際しても保安措置を確認する。
    　　③　設備内にて作業を行なう場合は、系内を完全に空気置換しガス中毒及び酸欠の防止を確保する。

（施設を新増設するときの保安管理）
第２２条  施設を新増設するときは、保安係員を早い時期に決め、運転に係る基準、設備管理に係る基準等を決め、且つ、工程の保安に関する重点を明確にして、関係者に周知させる。


第７章　異常状態に対する措置

（不調、故障に対する措置）
第２３条  運転中の不調、故障に対する措置は、想定される異常毎に措置法を措置基準に定めるとともに、基準に従って、関係者を教育訓練し、的確に実施する。又、異常の原因を調査し、対策を検討する。

（事故、災害に対する措置）
第２４条  事故、災害発生時の応急措置、防災活動、救護活動、通報連絡方法、待避の方法、指揮等に関し「自衛防災隊実施基準」「地震・津波防災対策規程」に定め、関係従業員に教育訓練し、事故防災に対する措置を適切に実施する。

（異常状態に関する記録）
第２５条  異常の状況、時期、措置、対策等は記録保存し、且つ、その結果を検討して保安技術の向上に資する。


第８章　大規模な地震に係る防災及び減災対策

（地震に関する基本方針、緊急時の体制の確立）
第２６条　弊社所在地周辺で発生が想定される主な大規模地震（南海トラフ地震）に関する情報を収集し、地震発生時における行動指針を「地震・津波防災対策規程」に定める。また、弊社の緊急時の防災体制と役割等を「自衛防災隊実施基準」に定め、関係者に周知する。

（時間差発生等における避難の確保）
第２７条　南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、次の措置を講じる。
　　　　①　環境安全室長は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報を発表した場合、必要に応じて工場長及び各室・課長の緊急参集、情報の収集及び共有、地域住民等に密接に関係のある事項に関する周知、その他必要な措置を行う。
②　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、以下のとおりとする。
（１）地震の発生から１週間　 …後発地震に対して警戒する措置を行う。
（２）（１）の期間経過後１週間…後発地震に対して注意する措置を行う。
③　南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合は、地震の発生から１週間は後発地震に対して注意する措置を行う。
④　後発地震に対して警戒する措置として、工場長は、構内の従業員及び協力会社員等に対して、口頭・構内アナウンス等により避難が必要となる可能性がある旨を周知する。

（緊急措置訓練、避難訓練等の実施）
第２８条　地震発生時のおける情報周知訓練、高圧ガス設備の緊急停止措置訓練、避難訓練、避難完了確認訓練、安否確認訓練を行う。また、必要に応じて、行政機関（警察、消防）、関係事業所等との連携を想定した防災訓練、避難訓練を行う。

（避難場所の食料・必需品の確保確認）
第２９条　避難場所の食料・必需品等は、別に定める「地震災害時の措置」に基づき、一定量を備蓄しておく。また、避難場所の食料や必需品の確保状況等を確認し、消費期限等に伴い食料等を更新する。

（その他必要な教育訓練等の実施）
第３０条　第２８条に示す訓練の他、必要に応じて、次のような訓練を実施する。
①　弊社の被災状況の行政機関（警察、消防、自治体）への通報訓練
　　　　②　弊社の被災状況の近隣住民への情報周知訓練
　　　　③　地震や津波の終息後における製造施設の被害状況確認訓練
　　　　④　保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置


第９章　津波浸水想定区域における津波対策

（津波警報発表時の伝達及び避難）
第３１条　①　津波警報発表時の伝達については、別に定める「地震・津波防災対策規程」に基づき、構内一斉放送やＰＨＳなどにより、従業員や来訪者に周知させるとともに、従業員に防災放送やテレビ等により津波に関する情報の収集にあたらせる。なお、収集した情報は集約し、事業所内へ随時伝達することで情報を共有する。
②　津波警報発表時の避難については、別に定める「地震・津波防災対策規程」に基づき、避難する。

（津波警報発表時の作業停止等）
第３２条　津波警報発表時の作業・設備の停止手順については、別に定める「地震・津波防災対策規程」及び作業手順書等に基づき、実施する。

（津波による被害想定）
第３３条　東日本大震災の津波による被害状況を基に、以下の被害が想定される。
①　東日本大震災の津波による被害状況
（１）高圧ガスの大量漏洩など、保安上想定される被害のリスクが大きい貯槽等の倒壊・転倒は、浸水深３ｍ以上で発生。
（２）緊急遮断装置、計装設備等の破損・不具合等、適切な保安措置ができなくなり、保安上のリスクが大きい事象については、浸水深１ｍ未満でも発生。
②　被害想定
（１）倒壊・転倒
アンモニアタンクの高さは基礎を含め４.９ｍあり、弊社の予想津波浸水深は５ｍ以上であることから、タンクの上部まで浸水し、津波の波力・漂流物の衝突等により、倒壊・転倒が想定される。
（２）漏洩
３ｍ以上浸水すると、倒壊・転倒によるタンクの変形や地上配管の破損・不具合等によりアンモニアガスの漏洩が想定される。

（被害想定の情報提供）
第３４条　第２９条で予測した被害想定について、必要に応じて関係行政機関及び近隣住民へ情報提供する。

（津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順等）
第３５条　保安設備及びその設備の機能が喪失した時の作業手順、緊急遮断装置や防消火設備などの保安設備に関する作業手順は、各作業手順書に定め、これら作業手順書を活用して高圧ガス施設の安全確保のための措置を行う。

（津波被害を受けた製造施設の保安確保）
第３６条　製造施設の保安確保の方法は、別に定める「地震災害時の措置」に準じて、保安確保を実施する。


第１０章　保安教育及び規程類の周知

（保安教育の計画及び実施）
第３７条  別に定める「高圧ガス保安教育計画」に基づき、高圧ガスの製造、取扱いその他の作業に関係する従業員に対して保安意識の高揚、関連規程類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等について教育及び訓練を行なう。教育訓練を実施した結果は、記録保存し、活用をはかる。

（この規程及び関連規程類の周知並びに活用）
第３８条  この規程は関係する従業員に教育して、周知徹底を行ない、関連する規程類は対象者別に、必要な規程類を重点的に教育訓練し、活用する。

（事故、災害対策訓練）
第３９条  事故、災害発生時に備えて実施する防災訓練はその計画実施方法等について、「自衛防災隊実施基準」に別に定める。

（保安に関する改善提案等）
第４０条  改善提案規程に基づき、広く従業員に対し、保安に関する改善提案を呼びかけ保安意識の高揚をはかるとともに、保安の向上をはかる。

（この規程等に違反した者の措置）
第４１条  この規程及び関連する規程に違反した者が在った場合は、その都度教育及び訓練をくり返し実施し、再び違反することのないようにする。尚、故意の違反者に対しては服務規程に基づき懲戒する。


第１１章　協力会社の保安管理

（管理、監督の方法）
第４２条  協力会社の行なう作業については、あらかじめ保安上の責任者を定め、保安に係る事項について周知徹底をはかるとともに保安係員が遵守事項を守るよう、直接指導監督を行なう。又、工場の規程類で協力会社に必要なものは抜粋して与え遵守するよう監督する。

（保安教育）
第４３条  高圧ガスに関わる作業を行う協力会社の従業員には、別に定める東ソー日向（株）高圧ガス保安教育計画に基づき、教育を実施するとともに、協力会社の行なう教育を指導し、保安を確保する。


第１２章　規程の管理

（作成、制定及び変更の方法）
第４４条  この規程は、関係室・課と協議し、環境安全室が立案し保安技術管理者の承認を受け、工場長の決裁を受けて制定するものとする。変更するときも同様とする。

（経過の記録）
第４５条  この規程の制定及び変更にあたっては、その経過を明らかにするため、危害予防規程に記録
する。
①　１９９５年１０月　１日  制定
　　　　②　２００４年　６月１５日　東南海・南海地震防災規定制定による見直し・修正
③　２０１５年　２月　５日　見直し・一部修正
④　２０２０年　８月２４日　高圧ガス保安法改正による見直し・修正
⑤　２０２５年１０月１０日　時間差発生等における避難の確保について追記
⑥　２０２６年　６月　１日　高圧ガス第一種製造者から第二種製造者への変更に伴う見直し等

（規程の管理）
第４６条  この規程の管理は、環境安全室長が行う。
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